
平成２５年１１月１５日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ２件

（うち石油ストーブ（開放式）１件、石油こんろ１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ４件

（うち電気温水器１件、携帯型音楽プレーヤー１件、電子レンジ１件、

電気カーペット１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ４件

（うち電気カーペット１件、エアコン１件、携帯電話機１件、自転車１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会

製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

（管理番号A201200366及びA201200632を除く。）

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：大木、長井、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201300537 平成25年9月27日 平成25年11月12日
石油ストーブ（開放
式）

RS-D30B 株式会社トヨトミ
火災

死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し
た。現場に当該製品があった。当該製品から
出火したのか、他の要因かも含め、現在、原
因を調査中。

北海道
事業者が事故
を認識したの
は、11月8日

A201300538 平成25年11月5日 平成25年11月12日 石油こんろ HH-S219E 株式会社トヨトミ
火災

負傷1名

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、
原因を調査中。

北海道

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200366 平成24年8月9日 平成24年8月20日 電気温水器 SRE-3742 三菱電機株式会社 火災

火災報知機が鳴動したため確認すると、当該
製品付近から大量の蒸気が発生していた。止
水栓を閉じたところ、しばらくして当該製品か
ら発煙する火災が発生した。
調査の結果、長期使用により当該製品のヒー
ター用リレーの接点が、微溶着して連続通電
となり、逆止弁が取り付けられていなかったた
め、湯が逆流して給水配管から湯と蒸気が放
出し、当該製品のタンク内の水位が低下し
た。その後、給水配管の止水栓を閉めたが電
源を切らなかったため、タンクが空だき状態に
なったことで、タンク表面温度が上昇し、タンク
保温材保護用の樹脂製ラミネートシートの溶
融、焼損及びサーミスタ等の焼損に至ったも
のと考えられる。
なお、据付工事説明書には、「給水側へのお
湯の逆流を防ぐため逆止弁を必ず取り付け
る」旨、記載されていた。

大阪府

平成24年8月
24日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として公
表していたもの

A201200632 平成24年11月13日 平成24年11月27日
携帯型音楽プレー
ヤー

iPod nano
MA497J/A（推
定）

有限会社アップルジャ
パンホールディングス
（現　Apple Japan合
同会社）
（輸入事業者）

火災

当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品の内蔵バッテリーのセ
ル内で内部短絡が生じて発火に至ったものと
考えられるが、内部短絡が生じた原因の特定
には至らなかった。

大阪府

平成24年12月
4日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として公
表していたもの



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201300532 平成25年10月25日 平成25年11月11日 電子レンジ EMO-706
アイリスオーヤマ株式
会社
（輸入事業者）

火災

店舗で当該製品を使用中、その場を離れ戻っ
たところ、当該製品庫内の調理物が炭化し、
当該製品を汚損する火災が発生していた。当
該製品のタイマーに不具合があった可能性を
含め、現在、原因を調査中。

宮崎県

A201300536 平成25年10月30日 平成25年11月12日 電気カーペット DC-25G2
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺
を汚損する火災が発生した。現在、原因を調
査中。

埼玉県



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201300533 平成25年11月2日 平成25年11月11日 電気カーペット
火災

軽傷1名

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原
因を調査中。

茨城県
製造から30年以上
経過した製品

A201300534 平成25年10月3日 平成25年11月11日 エアコン 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

福岡県

製造から15年以上
経過した製品
事業者が事故を認
識したのは、10月31
日

A201300535 平成25年10月17日 平成25年11月12日 携帯電話機 火災
車内で当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品
から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

北海道

A201300539 平成25年10月7日 平成25年11月12日 自転車 重傷1名
当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。
事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

埼玉県
事業者が事故を認
識したのは、11月11
日

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



電気温水器（管理番号：A201200366) 

 

 

携帯型音楽プレーヤー（管理番号：A201200632) 

 

 



電気カーペット（管理番号：A201300536) 

 
 


